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No. 用語 解説 

*1 子ども・子育て支援新制度 幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく制度。 

具体的には、従来の保育所や認定こども園に加えて、家庭的保育（保育ママ等）や小規模保育とい

った多様な保育にも財政支援を拡充することで、待機児童の解消に向けた取組み等を推進するととも

に、一時預かりや放課後児童クラブ等の地域の子育て支援を充実していく。 

平成 27年 4月に本格施行。 

*2 大阪府子ども総合計画 http://www.pref.osaka.lg.jp/kosodateshien/keikaku/ 

*3 第三次大阪府ひとり親家庭等自立促進計

画 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kateishien/plan2/dai3jikeikaku.html 

*4 第二次大阪府社会的養護体制整備計画 http://www.pref.osaka.lg.jp/kateishien/plan2/0330syakaitekiyougo2.html 

*5 新子育て支援交付金 大阪府が策定した子ども総合計画の目標達成に資することを目的に、市町村が地域の実情に沿って取

り組む事業を支援するための市町村への交付金。対象事業については、府から提示するモデルメニュー

の趣旨に適合する事業が対象の「優先配分枠」と、乳幼児医療費助成をはじめとした子育て支援施策

が対象の「成果配分枠」からなる。 

*6 放課後児童健全育成事業（放課後児童ク

ラブ） 

保護者が労働等により、昼間家庭に居ない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に児童

館や小学校の余裕教室などを利用して、適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育成を図る事

業。（放課後児童クラブとは放課後児童健全育成事業を実施する場所。） 

*7 はぐくみホーム 児童福祉法第６条の４第２項に規定されている養育里親の愛称。何らかの事情により家庭で生活で

きない子どもを児童相談所から委託され、自宅で一定期間受け入れて育ててくださる方。 

*8 配偶者暴力相談支援センター 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等のため、相談、カウンセリング、緊急時における安全確

保、情報提供等を行う機関。 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kosodateshien/keikaku/
http://www.pref.osaka.lg.jp/kateishien/plan2/dai3jikeikaku.html
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*9 障がい者計画 障害者基本法に基づき、⻑期的な視野から、障がい者施策全般に関する基本的な方向と達成すべき目標

を示す総合的な計画。 

*10 障がい福祉計画 障害者総合支援法に基づき、国の基本指針に即して、３年間の「成果目標」と「活動指標（障がい福祉サ

ービス⾒込量等）」を示す計画。 

*11 地域移行 障がい者の生活の場所が、単に施設・病院から地域に変わるということではなく、自らが選択した地域で生活

するために、必要なサービスや資源を利用し、安⼼した地域生活を送ること。 

*12 一般就労 障がい者の就労形態は、大きく一般就労と福祉的就労に分けられ、そのうちの一般就労は、労働関係法の

適用を受けて企業や事業所で雇用されること。雇用就労ともいわれる。一方、福祉的就労とは、就労継続

支援事業所などで働くこと。 

*13 障がい児福祉計画 児童福祉法に基づき、国の基本指針に即して、３年間の「成果目標」と「活動指標（障がい児通所支援等

⾒込量）」を示す計画。 

*14 障がい者差別解消条例 障害者差別解消法の施行を受け、平成28年４月に施行。障害者差別解消法第14条に規定する相談・

紛争の防止又は解決のための体制整備並びに同法第 15 条に規定する啓発活動の実施に関する必要な

事項等を定めた大阪府の条例。 

（参考）http://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai-plan/sabekai-kaisai.html 

*15 大阪府障がい者差別解消ガイドライン 障がいを理由とする差別について府民の皆様の関⼼と理解を深めるため、何が差別に当たるのか、合理的配

慮としてどのような措置が望ましいのかなどについて基本的な考え方や具体的な事例等を記載したもの。 

*16 障害者就業・生活支援センター 就職を希望する障がい者を対象に、地域の就労支援機関（就労移行支援事業所等）と連携して、就職

にあたっての支援や仕事を続けていくための相談支援を、⽇常生活⾯も含めて行う機関。 

障害者雇用促進法に基づき、都道府県が指定、府内には 18 の圏域に各 1 か所設置。 

（※）就労移行支援事業所：一般就労への移行に向けて、事業所内での作業や企業における実習、適

性に合った職場探し、就労後の職場定着のための支援を実施する障がい福祉サービス事業所。 

*17 ハートフルオフィス推進事業 大阪府として知的・精神障がい者の非常勤雇用を拡充し、その業務経験を活かして一般企業等への就職に

http://www.pref.osaka.lg.jp/keikakusuishin/syougai-plan/sabekai-kaisai.html


つなげる目的で実施。主に知的障がい者を対象に、全庁から大量の発送準備や、シュレッダー、簡易なデータ

入力などの軽易な事務作業を集約することにより、業務の安定的な確保や職場環境・支援体制の充実を図

る、集中配置方式の「ハートフルオフィス」と、主に精神障がい者を対象に各所属に配置する所属配置型の２

つの配置方式からなる。 

*18 SST プログラム Social Skills Trainingの略で、「社会生活技能訓練」や「生活技能訓練」などと呼ばれる認知行動療法の

１つ。医療機関、障がい福祉サービス事業所、矯正施設、学校、職場等で、社会生活の上で様々な困難

を抱える人たちの自己対処能力を高め、自立を支援するために実践されている。障害者職業センターでは、

障がい者の就労準備力の向上、定期的な実践による就労継続等に効果があることが示されている。 

*19 高次脳機能障がい 交通事故や病気等で、脳に損傷を負うことで、記憶や思考などの機能が著しく低下することにより、⽇常生活

に大きな支障をきたす障がい。 

*20 医療的ケア 「本人がより快適で安楽な生活ができる」ために、医師や看護師の指導のもとに、本人あるいは本人に代わっ

て家族・介護者などが行なう行為。例えば、たんの吸引や経管栄養、導尿、呼吸管理など。 

*21 重症⼼身障がい児者 重度の肢体不自由（身体障害者⼿帳１級、２級）と重度の知的障がい（療育⼿帳Ａ）とが重複した

障がいのある児童。 

*22 盲ろう者 視覚と聴覚に重複して重度の障がいのある方。盲ろう者とのコミュニケーション方法には、指点字、触⼿話等が

ある。府では、盲ろう者とのコミュニケーション支援のため、必要な知識・技能を習得している盲ろう者通訳・介

助者の養成や派遣事業を、障害者総合支援法に基づき実施している。 

*23 強度行動障がい 直接的他害（噛み付き、頭突き等）や、間接的他害（睡眠の乱れ、同一性の保持等）、自傷行為等が

通常考えられない頻度と形式で出現し、著しい処遇困難が持続している状態。 

*24 短期入所 介護する方の病気などによって短期間の入所が必要な方に入浴、排せつ、食事の介護等サービスを提供する

事業。 

*25 福祉関連情報発信・コミュニケーション

支援拠点（仮称） 

「府障がい者社会参加促進センター」、「府盲人福祉センター」及び「府谷町福祉センター」それぞれの施設に

おいて、身体障害者福祉法に基づく視聴覚障害者情報提供施設や母子父子寡婦福祉法に基づく母子・



父子福祉センターとしての機能のほか、障害者総合支援法などに基づく様々な支援事業を実施していること

等を踏まえて平成３２年度早期にオープンする予定の施設。 

*26 大阪府高齢者計画 府内における高齢者保健福祉サービスや介護サービスをはじめ、その他の関連施策も包含した老人福祉計

画及び介護保険事業支援計画の一体的な計画。 

「みんなで支え地域で支える高齢社会」の実現に向けて、人権尊重の社会のもと、高齢者が自ら健康の保持

増進に努めるとともに、個性と主体性を発揮し、社会の重要な一員として住み慣れた地域で自立した生活を

おくれるように、地域社会全体で支援することを基本理念としている。 

*27 在宅医療・介護連携推進事業 在宅医療・介護連携の推進のために、市町村が、介護保険法の地域支援事業に規定された（ア）地域の

医療・介護の資源の把握、（イ）在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討、（ウ）切れ目のな

い在宅医療と在宅介護の提供体制の構築推進、（エ）医療・介護関係者の情報共有の支援、（オ）在

宅医療・介護連携に関する相談支援、（カ）医療・介護関係者の研修、（キ）地域住民への普及啓発、

（ク）在宅医療・介護連携に関する関係市区町村の連携、の８つの取組みを実施。実施可能な市町村

は平成２７年４月から取組みを開始し、平成３０年４月には全ての市町村で全ての項目を実施。 

*28 認知症サポーター キャラバン・メイト 認知症サポーターとは、認知症について正しい知識をもち、認知症の人や家族を応援し、だれもが暮らしやす

い地域をつくっていくボランティア。 

認知症サポーターになるには、各地域で実施している「認知症サポーター養成講座」を受講する必要があり、

受講者にはサポーターの証としてオレンジリングが渡される。 

また、キャラバン・メイトとは、地域や職域における「認知症サポーター養成講座」の講師役。 

*29 介護予防 身体機能の改善や地域社会活動への参加などを通じて、⼼身ともに自律的な生活を維持し、又は、要介護

状態等にあっても、その重度化をできる限り防ぐ、あるいは軽減を目指すことにより、一人ひとりの生涯にわたる

生きがいのある生活・自己実現を目指すこと。 

*30 地域ケア会議 個別のケースを検討しながら、高齢者の実態把握や課題解決のためのネットワークの構築や高齢者の自立支

援に向けた介護支援専門員（ケアマネジャー）への支援、個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課



題の把握等を目的とし、市町村、地域包括支援センター、介護支援専門員、介護サービス事業者、医療関

係者、民生委員等から構成される会議。 

*31 ヘルプマーク 援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすく

なるよう、作成したマーク。ヘルプマークを持つことで、「支援を必要としていることを知らせる効果」と、それを⾒た

方に「支援を促す効果」がある。 

*32 国民健康保険制度改革 平成 30年度から、都道府県が市町村とともに国保を運営。 

その上で、都道府県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保など国

保運営の中⼼的な役割を担う。市町村は、保険料の賦課・徴収、資格管理・保険給付の決定、保健事業

など、地域におけるきめ細かい事業を引き続き担う。平成 27 年の法改正を受け、現在国において新たな制

度の詳細設計を検討している。 

*33 大阪府国民健康保険運営方針 大阪府が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに府内市町村の国民健康保険事業の広域的及び

効率的な運営の推進を図るため、大阪府及び府内市町村の国民健康保険事業の運営に関して、大阪府

が定める方針。 

策定にあたっては、府内市町村の意⾒を聴いたうえで大阪府国民健康保険運営協議会に諮問する。 

*34 大阪府・市町村国民健康保険広域化

調整会議 

「大阪府国民健康保険運営方針」に盛り込む内容等を検討するため、大阪府、代表市町村及び国保連合

会の３者で設置した会議。 

*35 大阪府国民健康保険運営協議会 「大阪府国民健康保険運営方針」等、国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議するため、大

阪府知事が設置する附属機関。 

平成 30 年度から、都道府県も市町村とともに国保を運営することになることから、新たに都道府県にも運営

協議会を設置することになり、大阪府では平成 28年 10 月に設置した。 



 

*36 事業費納付金 大阪府が、国保の財政運営の責任主体として運営を行うにあたり、市町村が府に対し、国民健康保険

（税）料等を原資に納める納付金のこと。 

*37 行政の福祉化 府政のあらゆる分野において、福祉の視点から総点検し、施策の創意工夫や改善を通じて「障がい者」や「ひ

とり親家庭の父母」などの雇用・就労機会を創出し自立を支援する府独自の取組み。 


